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独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
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す
る
法
律
案
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法
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号
）
（
衆
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送
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）
要
旨

本
法
律
案
は
、
中
央
新
幹
線
の
速
や
か
な
建
設
を
図
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
つ

い
て
、
当
分
の
間
、
当
該
建
設
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
貸
し
付
け
る
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
は
、
当
分
の
間
、
中
央
新
幹
線
の
速
や
か
な
建
設
を
図
る
た
め
、

中
央
新
幹
線
に
係
る
建
設
主
体
に
対
し
、
当
該
建
設
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
貸
し
付
け
る
も
の
と
す
る
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


